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議 長  日程第３「認定第３号平成30年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」を議題といたします。 

 担当課長の細部説明を求めます。 

町 民 課 長  それでは、平成…。 

議 長  簡単明瞭で結構でございますよ。 

町 民 課 長  それでは、平成30年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計決算について

御説明させていただきます。 

 230ページの実質収支に関する調書をごらんください。１の歳入総額は7,392

万1,828円となっております。２の歳出総額は6,076万1,482円、３の歳入歳出

差引額は1,316万346円となりました。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書により説明をさせていただきます。232、

233ページをお開きください。歳入でございます。歳入の主なものについて説

明をさせていただきます。 

 款の１、診療収入、項の１、外来収入は国民健康保険、社会保険、後期高齢

者医療の各診療報酬、その他の収入合計になりますが、予算現額6,518万5,000

円、収入済額5,873万1,135円となりました。前年度より731万4,762円、約11％

の減となっております。利用者数は延べ人数で6,963人の方が利用され、昨年

度と比較して年間で457人、率として6.1％減少をしております。平成30年の４

月からは月、火、水、金を山田先生に、木曜日を足柄上病院の先生の診療とし

ているところで、週５日の診療を行っているところでございます。 

 次に、款の２、使用料及び手数料、項の２、手数料は、収入済額３万4,040

円で、健康診断書の作成で23件分の文書手数料でございます。 

 次に、款の３、繰入金、項の１、目の１、一般会計繰入金につきましては、

次の234、35ページにわたりますが、収入済額208万7,000円となります。これ

は診療所会計において職員給与費１名分を支出しており、一般会計の寄出張所

から、出張所職員人件費１名分の一部を繰り出したものを歳入しております。 

 234、235ページをお願いいたします。款の４、諸収入、項の２、目の１、雑

入につきましては、収入済額３万9,720円、保険料診療外となる薬を入れる容

器代ですとか、要介護認定の主治医意見書作成に伴う収入となります。 
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 次の、項の３、受託事業収入、目の１、特定健康診査等受託料につきまして

は、収入済額13万2,136円は、診療所において特定健診を受けた方11人分の受

託料になります。国民健康保険団体連合会から診療所に支払われるものでござ

います。 

 次に款の５、繰越金は、平成29年度決算の余剰金を繰り越したもので、収入

済額649万8,002円を繰り越しいたしました。 

 次の236、237ページをお開きください。歳出について説明をさせていただき

ます。款の１、総務費、項の１、施設管理費、目の１、一般管理費につきまし

ては、支出済額3,907万8,885円となりました。右側の備考欄をごらんください。

職員給与費は再任用短時間勤務職員１名分の給与費でございます。支出済額は

417万3,203円。 

次に、0201一般管理経費は支出済額3,475万3,426円で、主なものは、節１の

報酬は山田先生の嘱託医師報酬、それから看護師、臨時職員４名分の賃金、ま

た施設の光熱水費など、維持管理経費などです。 

また、下段の節の15、工事請負費といたしまして、屋上防水改修工事及びエ

アコン取りかえ工事を行っております。 

 次の238、239ページをお願いいたします。節の19、負担金補助及び交付金の

医師派遣負担金408万円は、足柄上病院の医師派遣に対する51日分の負担金と

なります。 

 目の２、団体負担金の支出済額は40万4,720円となりました。医師会負担金

などを支出しております。 

 次に、款の２、項の１、医療費でございますが、これは医薬品の処方などの

医療行為に伴うもので、支出済額は総額で2,127万7,877円、前年度比較500万

7,768円、19％の減となっております。支出のものは目の３、医薬品、衛生材

料費の医薬品代でございますが、前年度比較で496万7,348円、19.7％減となっ

ております。減となった理由といたしましては、利用者の減少によるものが主

なものでございます。 

 次の240、241ページをお開きください。款の４、項の１、目の１、予備費に

つきましては、充用はございませんでした。 
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 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議 長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり ） 

 討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

 討論省略して採決を行って御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。認定第３号平成30年度松田町国民健康保険診療所事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定することに賛成の

方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 

 


